
 
 

令和２年 第１回定例教育委員会 
 
 
 
 
   令和２年１月３０日（木） 
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                         宮代町役場２０４会議室  
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6 その他 

 

 

7 次回教育委員会について 

 

 

8 閉会宣言            教育長 



(１)学校教育関係 

ア ２月の行事予定について 

須賀小：須 百間小：百 東小：東 笠原小：笠 ／ 須賀中：須 百間中：百 前原中：前 

日 付 小 学 校 中 学 校 

１日（土）   

２日（日）   

３日（月） 入学説明会（百） 新入生説明会（全中学校） 

４日（火） 入学説明会（須・笠）  

５日（水）  PTA あいさつ運動（百） 

６日（木）  ３年期末テスト～3/7（百） 

７日（金） オープン参観（須） 

学校公開日・評議員・学校関係者評価

委員会（東） 

 

８日（土）   

９日（日）   

10 日（月） 薬物乱用防止教室(須)  

11 日（火） 建国記念の日 建国記念の日 

12 日（水） 感謝集会（百） PTA あいさつ運動（百） 

13 日（木） ６年英検 Jr.ブロンズ（全小学校）  

14 日（金）  ３年期末試験、1・2年実力テスト（須） 

15 日（土）   

16 日（日）   

17 日（月）  高校入試願書受付～3/18 

18 日（火）  期末テスト～3/19（前） 

19 日（水） 感謝集会・第２回学校応援団連絡

協議会（須） 

PTA あいさつ運動（百） 

 

20 日（木） 学習参観・懇談会＜中高＞（須） 

1・2・5・特支授業参観日（百） 

小中連絡会（百・前中） 
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21 日（金） ふれあいデー 

短なわ大会・学習参観・懇談会・

学校評議員会＜低・特＞（須） 

3・4・6年授業参観日（百） 

ふれあいデー 

22 日（土）   

23 日（日） 天皇誕生日 天皇誕生日 

24 日（月） 振替休日 振替休日 

25 日（火） 民生児童委員連絡会議（須・東） 

授業参観・懇談会（笠） 

 

26 日（水） 幼保小連絡会（笠） PTA あいさつ運動（百） 

27 日（木） 学校関係者評価委員会（百）  

28 日（金） ６年生を送る会（須・百・笠） 

学習参観・懇談会（東） 

県公立高等学校学力検査 

1・2年期末テスト～3/1 日（須・百） 

 

イ ２月の事業予定について（教育委員会） 

日 付 内     容 場  所 

27 日（木） 社会科副読本編集委員会 役場２０４会議室 
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（２）生涯学習関係 

   ２月の事業予定について（教育委員会主催事業） 

日  時 内     容 場   所 

１５日（土） 

14:00～16:00 

 

 

さいかつぼーる体験（第９回/全１０回） 

■仕事や家庭等で運動から縁が遠くなってしまった方々な

どを対象に埼葛地区発祥のさいかつぼーるを通して、ス

ポーツに親しむ機会を提供する。 

●内容：さいかつぼーる 

●対象：小学校４年生以上 

ぐるる宮代 

（サブアリーナ） 

 

１５日（土） 

２９日（土） 

14:00～16:00 

 

チャレンジ（第１３回、１４回/全１５回） 

第１３回 ラグビー 〔15 日 ぐるる宮代〕  

 第１４回 ミニバス 〔29 日 百間小体育館〕 

■多くのスポーツ種目の楽しさと基本動作を知ることによ 

り、自分に合った興味の持てるスポーツに出会うことを

目的として実施する。 

●対象：小学校３・４年生  

ぐるる宮代  

（メインアリーナ） 

百間小体育館 

 

１９日（水） 

  14:45-17:00 

 

放課後子供教室（モデル事業） 第７回 

■児童が放課後に安心･安全に過ごせる場を確保するととも

に、学習やスポーツ･文化活動、地域住民との交流活動に取

り組む機会を提供する。 

●会場：百間小学校（多目的教室、校庭、体育館等） 

●対象：百間小学校在籍児童（参加登録申込者 33 名） 

●内容：自主学習、自由遊び、プログラム（昔遊び／さわやかク

ラブ連合会） 

百間小学校 

【参考】 

１６日（日） 

 

 彩の国２１世紀郷土かるた 埼葛北大会 

■郷土埼玉が育てた人物や美しい自然・文化や産物を心に

描きながらカルタを楽しむ。個人戦及び団体戦。 

●対象：みやしろ大会（１月１９日開催）の個人戦及び 

団体戦の上位４位までが出場 

久喜市 

毎日興行アリーナ 

（久喜市総合体育

館） 

 

 【公民館避難訓練】 

  公民館定例利用団体を対象として、避難訓練及び応急手当訓練を実施。 

   百間公民館  ２月 ３日（月） １４時～１５時３０分 

   川端公民館  ２月１７日（月） １４時～１５時３０分 



 

議案第 １ 号 

宮代町社会教育指導員設置に関する規則を廃止する規則につき議決を求める

ことについて 

別紙のとおり宮代町社会教育指導員設置に関する規則を廃止することについて議

決を求める。  

令和２年１月３０日提出 

宮代町教育委員会 

教育長 中 村 敏 明 

 

提 案 理 由 

会計年度任用職員制度導入に伴い、規則を廃止し、宮代町社会教育指導員設置に関

する規程を制定する必要があるため、この案を提出するものである。  
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宮代町教委規則第  号 

   宮代町社会教育指導員設置に関する規則を廃止する規則 

 宮代町社会教育指導員設置に関する規則（昭和４７年宮代町教委規則第２号）は、

廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第 ２ 号 

   宮代町教育相談室設置規則を廃止する規則につき議決を求めることについて 

別紙のとおり宮代町教育相談室設置規則を廃止することについて議決を求める。 

令和２年１月３０日提出 

 

宮代町教育委員会 

教育長 中 村 敏 明 

 

提 案 理 由 

会計年度任用職員制度導入に伴い、規則を廃止し、宮代町教育相談室設置規程を制

定する必要があるため、この案を提出するものである。 
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宮代町教委規則第  号 

   宮代町教育相談室設置規則を廃止する規則 

 宮代町教育相談室設置規則（昭和６２年宮代町教委規則第１号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第 ３ 号 

宮代町教育委員会事務局組織規則の一部改正につき議決を求めることについ

て 

別紙のとおり宮代町教育委員会事務局組織規則の一部改正することについて議決

を求める。  

令和２年１月３０日提出 

宮代町教育委員会 

教育長 中 村 敏 明 

 

提 案 理 由 

会計年度任用職員制度導入に伴い、宮代町教育委員会事務局組織規則を一部改正す

る必要があるため、この案を提出するものである。  
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宮代町教委規則第  号 

宮代町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

宮代町教育委員会事務局組織規則（平成６年宮代町教育委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

第３条第３０号中「学校用務員、」を削る。 

第４条第１０号を削る。 

第５条第９項中「用務員、」を削る。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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宮代町教育委員会事務局組織規則 新旧対照表 

（下線部分が改正部分） 

改   正   案 現       行 

（教育推進課の分掌事務） （教育推進課の分掌事務） 

第３条 教育推進課の分掌事務は、次のと

おりとする。 

第３条 教育推進課の分掌事務は、次のと

おりとする。 

（１）～（２９） （略） （１）～（２９） （略） 

（３０）      学校用務補助員に関 

すること。 

（３０）学校用務員、学校用務補助員に関 

すること。 

第４条 事務局に、法令に特別の定めがあ

るもののほか、次の職を置く。 

第４条 事務局に、法令に特別の定めがあ

るもののほか、次の職を置く。 

（１）～（９） （略） （１）～（９） （略） 

        （１０）用務員 

第５条 課長は、教育長を補佐し、行政の

一般方針及び重要な政策事項を決定する

ための総括的な審議を行うとともに、上

司の命を受けて所管事務を統括及び掌理

し、関係職員を指揮監督する。また、最

重要事項などの担任事務については、関

係職員とともに処理する。 

第５条 課長は、教育長を補佐し、行政の

一般方針及び重要な政策事項を決定する

ための総括的な審議を行うとともに、上

司の命を受けて所管事務を統括及び掌理

し、関係職員を指揮監督する。また、最

重要事項などの担任事務については、関

係職員とともに処理する。 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９     嘱託員及び学校用務補助員は、 

上司の命を受け、定型的事務又は労務に 

従事する。 

９ 用務員、嘱託員及び学校用務補助員は、 

上司の命を受け、定型的事務又は労務に 

従事する。 
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議案第 ４ 号 

   宮代町さわやか相談員設置要綱を廃止する告示につき議決を求めることにつ

いて 

別紙のとおり宮代町さわやか相談員設置要綱を廃止することについて議決を求め 

る。 

令和２年１月３０日提出 

 

宮代町教育委員会 

教育長 中 村 敏 明 

 

提 案 理 由 

会計年度任用職員制度導入に伴い、告示を廃止し、宮代町さわやか相談員設置規程

を制定する必要があるため、この案を提出するものである。 
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   宮代町さわやか相談員設置要綱を廃止する告示 

 宮代町さわやか相談員設置要綱（平成２４年宮代町教育委員会告示第７号）は、廃

止する。 

   附 則 

 この告示は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第 ５ 号 

宮代町教育委員会臨時的職員取扱規程を廃止する訓令につき議決を求めるこ

とについて 

別紙のとおり宮代町教育委員会臨時的職員取扱規程を廃止することについて議決

を求める。  

令和２年１月３０日提出 

宮代町教育委員会 

教育長 中 村 敏 明 

 

提 案 理 由 

会計年度任用職員制度導入に伴い、宮代町教育委員会臨時的職員取扱規程を廃止し、

宮代町教育委員会会計年度任用職員取扱規程を制定する必要があるため、この案を提

出するものである。  
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   宮代町教育委員会臨時的職員取扱規程を廃止する訓令 

 宮代町教育委員会臨時的職員取扱規程（平成２３年宮代町教育委員会訓令第１号）

は、廃止する。 

   附 則 

 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第 ６ 号 

宮代町教育委員会会計年度任用職員取扱規程を定める訓令につき議決を求め

ることについて 

別紙のとおり宮代町教育委員会会計年度任用職員取扱規程を定めることについて

議決を求める。  

令和２年１月３０日提出 

宮代町教育委員会 

教育長 中 村 敏 明 

 

提 案 理 由 

会計年度任用職員制度導入に伴い、宮代町教育委員会会計年度任用職員取扱規程を

制定する必要があるため、この案を提出するものである。  
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   宮代町教育委員会会計年度任用職員取扱規程 

（目的） 

第１条 この訓令は、宮代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において任用

する会計年度任用職員の勤務条件等を明確にすることにより、人事管理の適正を図

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この訓令において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和２５年法

律第２６１号)第２２条の２第１項第１号又は同項第２号に規定する職員をいう。 

２ 会計年度任用職員は、別表第１に掲げる第１種（以下「第１種」という。）と同

表に掲げる第２種（以下「第２種」という。）の職とする。 

 （任命） 

第３条 教育委員会は、会計年度任用職員を任用するときは、面接等により適任者を

選考するものとする。 

 （任期） 

第４条 会計年度任用職員の任用期間は、その任用する日から同日の属する会計年度

の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める期間とする。ただし、再任を妨げ

ない。 

２ 勤務成績不良のほか職務に堪えないことが明らかとなったときは、前項により定

められた任期を短縮し、又は免職することができるものとする。 

（任免） 

第５条 会計年度任用職員の任免は、宮代町会計年度任用職員取扱規程（令和元年宮

代町訓令第２６号）第５条に定めるところによる。 

（非常勤講師等の資格要件） 

第６条 第２種の職については、次の要件をすべて満たす者でなければならない。 

（１）教育職員免許法(昭和２４年法律第１４７号)第５号に基づく免許状を有してい

ること。ただし、非常勤講師、非常勤指導主事、教育相談員以外の職は、この限

りでない。 

（２）地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第１６条及び学校教育法(昭和２２

年法律第２６号)第９条に規定する欠格事項に該当していないこと。 

（３）任用時における健康診断において、職務の遂行に支障がないと判定されている

こと。健康診断については、胸部レントゲン検査で支障がないと判定されていれ

ば差し支えない。なお、個人で受診した場合の有効期間は、任用日の３箇月前ま

で、定期健康診断は、任用日の１年前までとする。 

（勤務評定） 

第７条 第２種の職について教育長は、学期が終了する１月前までに、学校長及び教

頭から勤務評定票(様式第１号の１又は様式第１号の２)の提出を求めるものとす

る。 

２ 教育委員会は、勤務評定票に基づき第２種の職の評価をするものとする。この場
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合において、必要に応じ、学校長及び教頭からの意見を求めるものとする。 

（指揮監督） 

第８条 教育長は、第２種の職の出勤状況その他勤務状況等を的確に把握するととも

に、これらの職の職務の遂行について、指揮監督するものとする。 

 （給与等） 

第９条 会計年度任用職員の給料、報酬、手当及び費用弁償については、宮代町会計

年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年宮代町条例第１７号）の

定めるところによる。 

 （勤務時間等） 

第１０条 会計年度任用職員の勤務時間は、この規程に定めるもののほか、宮代町会

計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和元年宮代町規則第５５号）

（以下「勤務時間等規則」という。）に定める基準に従い、所属長が別に定める。 

２ 第２種の職の勤務日は、原則として１週につき５日以内とする。 

３ 第２種の職の勤務時間は、週３８時間以内とし、当該職の所属する学校長が割り

振る。 

４ 勤務時間には、必要に応じ教材研究（授業に係る打ち合わせの時間を含む。）の

時間を含むことができる。 

 （年次有給休暇） 

第１１条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、勤務時間等規則第４条及び宮代町会

計年度任用職員取扱規程第８条に定めるところによる。 

２ 年次有給休暇を取得するときは、所属する学校長又は所属長の承認を得なければ

ならない。 

 （年次有給休暇以外の休暇等） 

第１２条 会計年度任用職員の年次有給休暇以外の休暇等は、勤務時間等規則に定め

る基準に従い、必要に応じて付与する。 

２ 前条及び前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務条件等については、

教育委員会が別に定める。 

（社会保険の適用） 

第１３条 教育委員会は、必要に応じ、健康保険法(大正１１年法律第７０号)に定め

る健康保険、厚生年金保険法(昭和２９年法律第１１５号)に定める厚生年金保険及

び雇用保険法(昭和４９年法律第１１６号)に定める雇用保険に加入させるものと

する。 

 （災害補償） 

第１４条 会計年度任用職員の災害補償については、労働者災害補償保険法（昭和２

２年法律第５０号）、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例（昭和４２年宮代町条例第１１号）又は地方公務員災害補償法（昭和４２年法律

第１２１号）の定めるところによる。 

（委任） 
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第１５条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

別表第 1 

 

区分 職種 

第１種 一般事務、資料整理作業員、屋外展示物等管理作業員、発掘作業員、

発掘調査員、さわやか相談員、ボランティア相談員、学校用務補助

員、社会教育指導員 

第２種 非常勤講師、非常勤指導主事、教育相談員、英語活動等非常勤講師、

特別支援教育サポーター、不登校対策学習支援員 
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様式第 1号の 1(第７条関係) 

    年度  勤務評定票(小学校) 

○学校名(      小学校)   ○職名(         )   ○氏名(         )   ○職員番号(        ) 

評定日：    年  月  日  

評 価 領 域 教 頭 校 長 行動プロセスに関する着眼点 

Ⅰ 

教科指導等 

 

指導計画の

作成・改善     

・学習指導要領を踏まえ、生徒の実態に即した指導計画を作成している。 

・授業の充実を図るため、常に教材研究に努めている。 

・適切な指導計画に基づき、年間を通じて計画的に授業を進めている。 

・日頃から指導計画を見直し、その工夫・改善に努めている。 

  

 

学習指導と

評価     

・児童に対する発問、指示、板書などが適切で、授業が円滑に展開されている。 

・児童一人ひとりの学習状況を把握し、個に応じた指導、支援を行っている。 

・指導方法や指導形態を工夫して、児童の主体的な学習活動を展開している。 

・指導と評価の一本化を図り、指導の改善や児童の学習意欲の向上に努めている。 

・学校の教育活動全体を通じて、道徳教育の充実に努めている。 

Ⅱ 

学年・学級

経営・生徒

指導等 

 

学年・学級

経営・生徒

指導等 
    

・児童が協力して、より良い生活を築こうとする自主的、実践的態度を育成している。 

・学級、学年集団を適切に指導するとともに、児童一人ひとりの良さを生かしている。 

・教育相談的な対応に心がけ、児童理解に努めながら、適切な生徒指導を行っている。 

・教員間で学年運営上の課題を共有するなど、相互理解に努めている。 

・家庭や地域との情報交換を行い、連携して指導している。 

Ⅲ 

その他の校

務等 

 

校務分掌等 

    

・組織の一員として、管理職や他の職員と協力・協働し、学校運営に貢献している。 

・校務分掌の意義や自らの役割を理解し、適切な活動を展開し、責任を果たしている。 

・分掌等の課題について改善策を示すなど、学校運営に参画している。 

・保護者や地域と連携し、開かれた学校づくりを推進している。 

・教育公務員としての基本的な職責を自覚して職務にあたっている。 

総合評価     所見・特記事項   

1
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様式第 1号の 2(第７条関係) 
    年度  勤務評定票(中学校) 

○学校名(      中学校)   ○職名(         )   ○氏名(         )   ○職員番号(        ) 
評定日：    年  月  日  

評 価 領 域 教 頭 校 長 行動プロセスに関する着眼点 
Ⅰ 
教科指導等 

 
指導計画の
作成・改善     

・学習指導要領を踏まえ、生徒の実態に即した指導計画を作成している。 
・授業の充実を図るため、常に教材研究に努めている。 
・適切な指導計画に基づき、年間を通じて計画的に授業を進めている。 
・日頃から指導計画を見直し、その工夫・改善に努めている。 
  

 
学習指導と
評価     

・生徒に対する発問、指示、板書などが適切で、授業が円滑に展開されている。 
・生徒一人ひとりの学習状況を把握し、個に応じた指導、支援を行っている。 
・指導方法や指導形態を工夫して、生徒の主体的な学習活動を展開している。 
・指導と評価の一本化を図り、指導の改善や生徒の学習意欲の向上に努めている。 
  

Ⅱ 
学年・学級
経営・生徒
指導等 

 
学年・学級
経営・生徒
指導等 

    

・集団や社会の一員としての自覚を養い、望ましい生活習慣を育成している。 
・教員間で学年運営上の課題を共有するなど、相互理解に努めている。 
・教育相談的な対応に心がけ、生徒理解に努めながら、適切な生徒指導を行っている。 
・生徒一人ひとりの特性を考慮に入れた進路指導を行っている。 
・家庭や地域との情報交換を行い、連携して指導している。 

Ⅲ 
その他の校
務等 

 
校務分掌等 

    

・組織の一員として、管理職や他の職員と協力・協働し、学校運営に貢献している。 
・校務分掌の意義や自らの役割を理解し、適切な活動を展開し、責任を果たしている。 
・分掌等の課題について改善策を示すなど、学校運営に参画している。 
・保護者や地域と連携し、開かれた学校づくりを推進している。 
・教育公務員としての基本的な職責を自覚して職務にあたっている。 
  

総合評価     所見・特記事項   

2
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議案第 ７ 号 

   宮代町さわやか相談員設置規程を定める告示につき議決を求めることにつ

いて 

別紙のとおり宮代町さわやか相談員設置に関する規定を定めることについて議決

を求める。 

令和２年１月３０日提出 

 

宮代町教育委員会 

教育長 中 村 敏 明 

 

提 案 理 由 

会計年度任用職員制度導入に伴い、宮代町さわやか相談員設置規程を制定する必

要があるため、この案を提出するものである。 
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   宮代町さわやか相談員設置規程 

（趣旨） 

第１条 いじめ、不登校等による児童生徒の心の問題の重要性にかんがみ、児童生

徒及び保護者との相談等に応じるとともに、学校、家庭及び地域社会との連携を

図るため、宮代町さわやか相談員(以下「さわやか相談員」という。)を設置する。 

（身分） 

第２条 さわやか相談員の身分は、地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)第２

２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員とする。 

（任用） 

第３条 宮代町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、さわやか相談員を任

命し、町内の各中学校に配置するものとする。 

（任用期間） 

第４条 さわやか相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の

末日までとする。ただし、再任を妨げない。 

（業務） 

第５条 さわやか相談員は、配置された中学校(以下「配置校」という。)の長の指

揮監督の下、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）児童生徒との相談及び児童生徒に対する援助 

（２）教職員との連携 

（３）学校、家庭及び地域との連携 

（４）いじめ、不登校等への対応 

（報酬等） 

第６条 さわやか相談員の報酬、手当及び費用弁償については、宮代町会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年宮代町条例第１７号）に定め

る基準に従い、必要に応じて付与する。 

 （勤務日等） 

第 7 条 さわやか相談員の勤務日は週５日とし、勤務時間は週２５時間とする。 

２ さわやか相談員の勤務日及び勤務時間の割振りは、配置校の長が定めるものと

する。 

（勤務状況報告） 

第８条 宮代町教育委員会教育長（以下「教育長」という。）は、必要があると認め

るときは、配置校の長に対し、さわやか相談員の勤務状況等について報告を求め

ることができる。 

（休暇） 

第９条 さわやか相談員の休暇については、宮代町会計年度任用職員の勤務時間、

休暇等に関する規則（令和元年宮代町規則第５５号）に定める基準に従い、必要

に応じ付与する。 

（災害補償） 

第１０条 さわやか相談員が公務等に起因して負傷し、病気にかかり、又は死亡し

た場合においては、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の定める

ところにより補償するものとする。 

（委任） 
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第１１条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第 ８ 号 

   宮代町立小・中学校職員服務規程の一部改正につき議決を求めることについ

て 

別紙のとおり宮代町立小・中学校職員服務規程の一部改正することについて議決 

を求める。 

令和２年１月３０日提出 

 

宮代町教育委員会 

教育長 中 村 敏 明 

 

提 案 理 由 

会計年度任用職員制度導入に伴い、宮代町立小・中学校職員服務規程を一部改正

する必要があるため、この案を提出するものである。 
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宮代町教委訓令第  号 

宮代町立小・中学校職員服務規程（平成２３年宮代町教育委員会訓令第２号）の

一部を次のように改正する。 

第２０条第１項中「職員」の次に「（非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第２２条の２第１項第２号に掲

げる職員を除く。）を除く。）」を加える。 

附 則 

 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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宮代町立小・中学校職員服務規程 新旧対照表 

（下線部分が改正部分） 

改   正   案 現       行 

(兼職及び他の事業等への従事等) 

第２０条 職員（非常勤職員（地方公務員法第

２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める職員及び同法第２２条の２第１項第

２号に掲げる職員を除く。）を除く。）は、

教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に

関する他の事業若しくは事務に従事し、又は

営利企業に従事等しようとするときは、様式

第９号による兼職(業)承認(許可)願をもって

教育委員会に願い出なければならない。 

 

(兼職及び他の事業等への従事等) 

第２０条 職員               

                      

                      

                   は、

教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に

関する他の事業若しくは事務に従事し、又は

営利企業に従事等しようとするときは、様式

第９号による兼職(業)承認(許可)願をもって

教育委員会に願い出なければならない。 
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議案第 ９ 号 

宮代町社会教育指導員設置に関する規程を定める訓令につき議決を求めるこ

とについて 

別紙のとおり宮代町社会教育指導員設置に関する規程を定めることについて議決

を求める。  

令和２年１月３０日提出 

宮代町教育委員会 

教育長 中 村 敏 明 

 

提 案 理 由 

会計年度任用職員制度導入に伴い、宮代町社会教育指導員設置に関する規程を制

定する必要があるため、この案を提出するものである。  
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   宮代町社会教育指導員設置に関する規程 

（設置） 

第１条 宮代町教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置

くことができる。 

（職務） 

第２条 指導員は、社会教育の振興のため、次の職務を行う。 

（１）社会教育の特定分野についての直接指導を行い学習相談に応ずること。 

（２）社会教育関係団体の育成に努めること。 

（３）その他社会教育事業に協力すること。 

（任期） 

第３条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとす

る。ただし、再任することができる。 

（勤務） 

第４条 指導員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１

項第１号に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は週４日以上とする。 

（報酬等） 

第５条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、宮代町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例（令和元年宮代町条例第１７号）の定めるところ

による。 

 （委任） 

第６条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に

定める。 

附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第 １０ 号 

   宮代町教育相談室設置を定める規程につき議決を求めることについて 

別紙のとおり宮代町教育相談室設置規程を定めることについて議決を求める。 

令和２年１月３０日提出 

 

宮代町教育委員会 

教育長 中 村 敏 明 

 

提 案 理 由 

会計年度任用職員制度導入に伴い、宮代町教育相談室設置規程を制定する必要が

あるため、この案を提出するものである。 
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   宮代町教育相談室設置規程 

（設置） 

第１条 宮代町教育委員会に教育相談室(以下「相談室」という。)を設置する。 

 （目的） 

第２条 相談室は、幼児、児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の教育上の諸問

題につき、家庭、学校その他からの相談に応じ、心身ともに健康な人間の育成に

寄与することを目的とする。 

（業務） 

第３条 相談室は、目的達成のため次の業務を行う。 

（１）生徒等及びその保護者からの教育上の諸問題に係わる相談に関すること。 

（２）町立小中学校(以下「学校」という。)の教職員からの生徒等の指導に係わる

相談に関すること。 

（３）学校、保育所及びその他関係機関との教育相談活動における連携に関するこ

と。 

（４）学校の教職員の各種研修等における指導助言に関すること。 

（組織） 

第４条 相談室は、室長及び相談員を置く。 

 （室長） 

第４条の２ 相談室長には、当分の間、教育長を充てる。 

（相談員） 

第４条の３ 相談員は、教育委員会が任用する。 

２ 相談員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第

１号に規定する会計年度任用職員とする。 

 （任期） 

第５条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとす

る。 

（勤務時間） 

第６条 相談員の勤務時間は、宮代町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関す

る規則（令和元年宮代町規則第５５号）に定める基準に従い教育長が別に定める。 

（経費） 

第７条 教育相談室の経費は、町教育費をもって充てる。 

（委任） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、教育相談室に関し必要な事項は、教育長が

定める。 

附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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